
 

 

2020 年 1 月 1 日に発効した日米貿易協定により、米国産輸入品の関税が引き下げられました。ここでは小麦・小麦調製品

について、米国が対日輸出実績のある主な品目の関税について説明しております。詳細およびその他の品目についてはこちら 

http://www.usdajapan.org/ja/usjta/をご参照ください。  

品名日本の HS コード

(税番)  基準税率  
2026 

年度  

2027 年

度  

2028 年

度  

最終関税率  

(年度)  

2025 年  

米国からの輸入

額 (千円)  

食糧用小麦   
100111010, 101119010,  
100191011, 100191019,  
100199011, 100199019,  
100860210  

グループ 1：ダーク・ノーザン・スプリング、

ハード・レッド・ウィンター、ウェスタン・ホワ

イト（CSQ および WTO 枠内）  

最高 45.2 円 

/kg  
最高 9.4 円/kg 

最高 9.4 円 

/kg (2026)  

88,828,823  
グループ 2：その他全ての銘柄の 

小麦（CSQ 枠内のみ、WTO 枠に基づ

く輸入品にはグループ 1 の関税率を適

用）  

最高 45.2 円 

/kg  
最高 8.5  円/kg 

最高 8.5 円 

/kg (2026)  

ペーストリーおよびケーキ（加糖/無糖）  
190590319/190590329  

25.5%/ 

21.3%  
 

無税  無税 (2023)  5,724,230  

スパゲティおよびマカロニ  
190219093, 190219094  

30.00 円/kg  
12.0 円/kg   12.0 円/kg  

(2026)  
3,831,087  

゙ヒスケット、クッキー、クラッカー（加糖/無糖）190590312 

/190590322  

15.0%/ 

13.0%  
 

無税  無税 (2023)  943,879  

パンおよびラスク 190540000, 190590100  9.0%   無税  無税 (2025)  1,037,436  

ベーカリー製品用混合物、練り生地、ケーキ 

ミックス 190120222, 190120232, 190120235, 190120243  

16.0%/23.8% 
/24.0%  

 

即時撤廃（CSQ を設定）  949,657  

パスタ、詰物あり（無糖）190220220  21.3%  3.8%  1.9%  無税 無税 (2028)  87,688  

その他のパスタ（未調製）  
190219099  

34.00 円/kg  
15.3 円/kg 15.3 円/kg  

(2026)  
64,625  

冷蔵/冷凍ピザ（加糖）190590313  24.0%  無税 無税 (2026)  35,391  

その他のパスタ（即席めん、無糖パスタ）/ 

（加糖パスタ）190230100, 190230210, 190230290  

21.3%/ 

23.8%  
3.8%/ 

4.3%  
1.9%/ 

2.1%  
無税 

無税 (2028)  6,564  

クスクス 190240000  24.00 円/kg  
4.36

円/kg   

2.18 

円/kg   
無税 

無税 (2028)  1,927  

日米 貿易協定 ：日本の譲許表   

小麦・小麦調製品 
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パスタ、詰物なし、卵含有  
190211000  

30.00 円/kg  無税  
無税 (2026)  0  

ワッフルおよびウエハース 190532000  18.0%  無税 無税 (2026)  11,718  

クリスプブレッド/ジンジャーブレッド  
190510000/190520000  

9.0%/  
18.0%  

1.6%/ 

3.2%  
0.8%/ 

1.6%  
無税 

無税 (2028)  0  

国別関税割当枠（CSQ）：日本は食糧用小麦に関し CSQ を設定し、当初の 12 万トンから 2024 年には 15 万トンに拡大。

また、混合物、練り生地、ケーキミックスに関しては、関税を即時撤廃した上で CSQ を設定し、当初の 1 万 800 トンから 2023 

年には 1 万 2000 トンに拡大。  

お問い合わせは、アメリカ大使館 農産物貿易事務所（atotokyo@usda.gov、電話：03-3224-5115）まで。  

最終更新日：2026 年 3 月 31 日  


